
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成19年4月1日現在の人数である。

 (3) 特記事項

 (4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注） １  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す
　指数である。
２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したも
　のである。
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千円　 千円　
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２０年４月１日現在）

① 一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

② 技能労務職

③ 教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

④ 税務職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

⑤ 医師・歯科医師職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

⑥ 薬剤師・医療技術職

歳 円 円 円

350,076 419,564

平均年齢 平均給料月額

41.1

382,214

平均給料月額

352,906

43.3

42.5

宮崎県 43.7

418,497

平均給与月額

区分

宮崎県

宮崎市 49.9

国

中核市

43.3中核市

宮崎県

39.3

区分 平均年齢

国

宮崎市 40.7

宮崎県 43.2

414,175

国

平均年齢 平均給料月額

46.9

中核市

区分

宮崎市

389,271

441,047

平均給与月額

443,005

516,645

325,113

350,371

42.8

区分 平均年齢 平均給料月額

宮崎市 348,123

平均給与月額

（国ベース）

378,655

374,387

中核市

44.3

宮崎県

宮崎市 36.5

351,320

平均給与月額

（国ベース）

560,750 1,008,6891,315,097

408,454314,922

327,483 348,512

712,232

平均給与月額

（国ベース）

294,334

－

－

－ －

－ －

－ －

平均年齢 平均給料月額

283,666 315,301

区分 平均給与月額

国 46.6 472,170

487,308中核市

－

－ －

－ － － －

－

平均給与月額

1,011,015

－－

－387,506

448,758 －

397,868

（国ベース）

399,707

平均給与月額

396,517

平均給与月額

－709,828

－ －

歳 人 円 円

歳 人 円 円 歳 円

歳 人 円 円 歳 円

歳 人 円 円 歳 円

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態（民間は非正規労働者を含む。）等の点において完全

　に一致しているものではない。

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査（企業規模10人以上を対象）において公表されているデータ（平成17年～19年の３ヵ年平均）

　を使用している。

区　　分

公　　務　　員 民　　間

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 対応する民間

平均年齢
平均給与月額

（Ａ） の類似職種 （Ｂ）

宮　崎　市 50.4 329 388,810 413,638 － － －

うち 給食調理員 48.9 113 375,321 389,346 調理士 43.9 195,700

うち 塵芥処理員 50.8 93 392,233 428,139 廃棄物処理業従業員 43.6 299,700

うち 学校用務員 52.6 61 409,816 434,319 用務員 53.9 225,900
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⑦ 看護・保健職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

⑧ 福祉職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

⑨ 消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

(注)１ 「平均給料月額」とは、平成20年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　  ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当など

のすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているもの

である。また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊

勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものであ

る。

49.0

宮崎県

国

中核市

－

－

平均給料月額 平均給与月額

宮崎市

宮崎県

41.2

－

335,293

41.9

平均年齢

434,306

－

382,533

区分

400,514

355,561

平均給与月額

（国ベース）

37.8 284,331

平均給与月額平均年齢 平均給料月額

39.2

平均給与月額

（国ベース）

－

37.9 304,160 382,312

平均給与月額平均年齢 平均給料月額

－ －

40.2 326,116

宮崎市 41.7 330,911 355,740411,596

329,423 380,919

－

－

中核市

国

国

区分

宮崎市

－ － －

宮崎県

区分

391,877

中核市

－

－ － － －

平均給与月額

（国ベース）

309,928 354,022

369,887

－321,089

323,196

452,076

330,730

3



 (2) 職員の初任給の状況（平成２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円

円 円

円 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円

円 円 円

円 円

円

円 円

円 円 ―

― ― ―

258,533 335,400

―

―

大　学　卒

高　校　卒

216,500

中　学　卒

263,160

医師職 大　学　卒

看護・保健職
大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

医療技術職

327,200

福　祉　職

高　校　卒

大　学　卒

教　育　職

高　校　卒

薬剤師

高　校　卒

消　防　職

技能労務職

教　育　職

178,800

大　学　卒

医療技術職

大　学　卒

税　務　職
大　学　卒

歯科医師職

172,200

140,100

区　　　         分

172,200 ―

264,020

140,100

―

経験年数２０年

330,187

高　校　卒

中　学　卒

140,100

172,200

140,100

一般行政職

―

高　校　卒

172,200

140,100

―

―

―

―高　校　卒

172,200

大　学　卒

高　校　卒

消　防　職

福　祉　職

高　校　卒

看護・保健職

薬剤師

宮　崎　県

192,800

172,200172,200

140,100

大　学　卒 ―

215,550

―

大　学　卒 266,233

323,600

―

―

大　学　卒

歯科医師職 高　校　卒

―

高　校　卒

148,800

172,200

140,100 140,100

140,700

118,300

税　務　職

―

260,120

―

―

341,300

大　学　卒

大　学　卒

―

―

374,967

279,900

―

391,500

―

―

―

375,942

331,925

―

―

―

高　校　卒
技能労務職

320,750

高　校　卒

医師職

一般行政職

高　校　卒

区　　　         分

大　学　卒

大　学　卒

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

国宮　崎　市

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

270,150

―

―

―

―

―

―

経験年数１０年

268,638

―

―

215,550

経験年数１５年

―

―

―

―
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２０年４月１日現在）

（注）１　宮崎市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注） 平成１８年７月に１０級制から８級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

%人

20
部長又はこれに相当する職務

%

1.5

人

36.6

5.877

%

%

%

12.2163

11.6

人

18.9

5.1

%

8.3

%人

１　　級

区　　分

７　　級

人

主任主事又は主任技師の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任主事
又は主任技師の職務

係長又はこれに相当する職務

68

111

人
２　　級

６　　級

５　　級

主事又は技師の職務

８　　級

部の次長又はこれに相当する職務

%

構成比職員数

３　　級

標準的な職務内容

487

課長又はこれに相当する職務

252

人

155

人

１　課長補佐又はこれに相当する職務
２　困難な業務を行う係長又はこれに相当する職務

４　　級

８級
13.2%

１級
2.2%

１級
3.4%

１級
5.1%

２級
2.5%

２級
9.4%

２級
8.3%

３級
12.8%

３級
18.9%

３級
18.9% ４級

8.1%

４級
10.8%

４級
11.6%

５級
4.5%

５級
36.2%

５級
36.6%

６級
13.5%

６級
13.0%

６級
12.2%

７級
35.0%

７級
6.2%

７級
5.8%

８級
2.1%

８級
1.5%

９級
6.2%

１０級
2.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２０年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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 (2) 昇給への勤務成績の反映状況

４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（19年度） １人当たり平均支給額（19年度）

（19年度支給割合） （19年度支給割合） （19年度支給割合）

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　（　　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

 (2) 退職手当（平成２０年４月１日現在）

 勤続２０年  勤続２０年

 勤続２５年  勤続２５年

 勤続３５年  勤続３５年

 最高限度額  最高限度額

 その他の加算措置  その他の加算措置

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、19年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当（平成２０年４月１日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

（平成２２年度の制度完成時）

％ ％

％ ％

％ ％

(注） 国の制度では、平成22年度での完成を目指して、18年度から支給率を段階的に引き上げることとしている。

( 0.75 )

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　　　5 ～ 20％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　　　5 ～ 20％
・管理職加算　　10 ～ 25％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　　　5 ～ 20％
・管理職加算　　10 ～ 25％

( 1.6 )( 1.6 ) ( 0.75 ) ( 1.6 ) ( 0.75 )

1.501.50

勤勉手当

宮　　崎　　県

1,720

宮　　崎　　市

国

59.28 月分

41.34 月分33.50 月分

自己都合

　定年前早期退職特例措置
（2～40％加算）

47.50 月分

国の制度（支給率）

18

支給対象地域

59.28 月分

27,102 千円

59.28 月分

東京都特別区

支給対象地域

支　給　実　績（19年度決算）

１人当たり平均支給額

東京都特別区

支給率

18

10,100 千円

12東京都立川市

医師 15 15

千円

3 13

支給対象職員数

16

8,798

59.28 月分 59.28 月分

30.55 月分23.50 月分

47.50 月分

30.55 月分

41.34 月分

59.28 月分

勧奨・定年　（支給率）

23.50 月分

33.50 月分

勧奨・定年　（支給率）

期末手当 勤勉手当

自己都合

宮　　　崎　　　市

3.0

12

　定年前早期退職特例措置
（2～20％加算）

3.0

期末手当

1.45

―

国

期末手当勤勉手当

3.0

1,785千円 千円

国の制度（支給率）

－ 12

円支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

東京都立川市 12

676,747

7

支給率

16

・病休等の理由により、昇給判定期間の勤務すべき日の6分の1以上の日数を勤務しなかった者などについ
　て、昇給の号数を調整している。

○ 次に掲げる区分により、成績率を決定している。
　・標準…6月期・12月期：0.75月
　・懲戒処分を受けた者…0.36～0.56月

医師 13
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 (4) 特殊勤務手当（平成２０年４月１日現在）

千円

　円

　％

高所作業従事手当

下水管きょの検査
又は調査従事手当

高圧電気取扱作業
従 事 手 当

１世帯６００円
職員が市税及び税外収入に係る差押財産の引上げに従事した
とき

公共土木施設災害
応急作業従事手当

有害物取扱業務従事手当

用地又は建物の買収又は
補償等の事務従事手当

消防吏員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜
（午後10時から翌日の午前5時までの間）において行われる業
務に従事したとき

日額２５０円

夜間特殊業務
従 事 手 当

日額２３０円

主任技術者に選任された職員が高圧電気取扱作業に従事した
とき

職員が行旅病人又は行旅死亡人その他の死亡人の取扱業務に
従事したとき
　① 行旅病人の取扱業務に従事したとき
　② 行旅死亡人の取扱業務に従事したとき
　③ その他の死亡人の取扱業務に従事したとき

感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、
感染症の患者若しくはその疑いのある患者の救護その他患者
に接する業務に従事したとき、又は感染症の病原体の付着し
た物若しくは付着のおそれのある物の処理作業に従事したと
き

はしご手当

結核予防業務従事手当

手当の名称

廃棄物処理業務従事手当

感染症防疫作業従事手当

消
防
業
務
従
事
手
当

20

１回３００円

① 日額２００円
② 日額１５０円

① １件１，０００円
② １件３，０００円
③ １件３，０００円

支給実績（19年度決算）

救急業務手当

滞納処分事務従事手当

行旅病人、行旅死亡人
等の取扱従事手当

日額２２０円

１体５００円

職員が特に結核感染のおそれのある業務に従事したとき

手当の種類（手当数）

消防職員手当

職員が廃棄物の中間処理又は最終処分業務に係る業務に従事
した場合で、犬、猫等の死体を収集したとき

46.1

消防吏員がはしご付ポンプ自動車に乗務して消防業務に従事
したとき

消防職員が水害、火災等の発生により出動したとき

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度）

93,819支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

左記職員に対する支給単価

水火災等出動手当

日額１００円

日額２２０円

日額２００円

101,325

主な支給対象職員及び支給対象業務

職員が人体に有害なガスの発生を伴う業務又は有害物を用い
て行う試験研究若しくは検査に従事したとき

１回５２０円

１回３００円

職員が市の管理する道路、河川等のうち豪雨等異常な自然現
象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがあ
る道路、河川等において行う巡回監視又は当該道路、河川等
における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれ
の著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害
状況の調査に従事したとき
  ① 巡回監視
  ② 応急作業又は応急作業のための災害状況の調査

職員が土地若しくは建物の買収若しくは補償又は境界査定の
ために直接当該権利者と面接交渉したとき

日額４００円

職員が地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所
で行う工事の検査、調査、指導、監督等の業務に従事したと
き

職員が下水管きょ内における土量等の検査又は調査の業務に
従事したとき

① 日額　　７１０円
② 日額１，０８０円

日額２３０円

消防職員が消防局又は消防署に勤務したとき
　① 交替制勤務の消防吏員
　② 日勤の消防吏員

消防吏員が救急業務に従事したとき
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

狂 犬 病 防 疫 作 業
従 事 手 当

病理細菌検査従事手当

精 神 保 健 関 係
業 務 従 事 手 当

手当の名称

日額１，０００円

市立病院及び介護老人保健施設に勤務する職員が正規の勤務
時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護
及び介護の業務に従事したとき
 ① 深夜における勤務時間が４時間以上
 ② 深夜における勤務時間が４時間未満

保健所に勤務する職員が、と畜場法に規定する検査又は食鳥
処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する検査
に従事したとき

職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

市立病院に勤務する医師

保健所又は市立病院に勤務する職員がレントゲンその他の放
射線を照射する作業に従事したとき

788,157支給実績（18年度決算）

852,348

324

364

放 射 線 取 扱 作 業
従 事 手 当

日額５００円

① １回２，５００円
② １回２，０００円

市立病院の救急自動車
の 運 転 従 事 手 当

深夜看護等従事手当

市立病院に勤務する職員が緊急時における救急自動車の運転
に従事したとき

支給実績（19年度決算）

日額５００円

日額２００円

左記職員に対する支給単価主な支給対象職員及び支給対象業務

日額５００円

保健所又は市立病院に勤務する職員が病理細菌検査に従事し
たとき

保健所及び福祉事務所に勤務する職員が、精神保健及び精神
障害者福祉に関する法律その他の法令に基づく精神障害者の
社会復帰促進のための相談、指導等の業務に従事したとき

１回３００円

市 立 病 院 の 医 師
の 特 殊 勤 務 手 当

職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

と畜検査又は食鳥
検 査 従 事 手 当

１月につき、次の各号に掲
げる額の合計額

(1) 次に掲げる職員の区分
　に応じ、次に定める額
 イ　院長　　月額27万円
 ロ　副院長　月額15万円
 ハ　医局長　月額10万円

(2) 一の当直勤務中に行っ
　た診療行為の回数に
　2,500円（その行為が午
　後10時から翌日午前5時
　の場合は、5,000円）を
　乗じて得た額の１月当た
　りの合計額

※ 一の当直勤務における
　上限額は、２万円
※ １月当たりの合計額に
　おける上限額は20万円

保健所に勤務する職員が狂犬病予防法に基づく予防注射、抑
留、処分、薬殺、検診又は病性鑑定の作業に従事したとき
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 (6) その他の手当（平成２０年４月１日現在）

円

円

円

円

円―

管理職手当

自ら居住するための住宅若しくは単身
赴任手当を支給され配偶者等の居住す
るための住宅を借り受け、一定額を超
える家賃若しくは間代を支払っている
職員又はその所有に係る住宅に居住す
る世帯主である職員に支給される手当
（職員の居住する借家・借間）
 ① 月額23,000円以下の家賃の場合
    家賃-12,000円（ただし支給額
    3,000円未満の場合は3,000円支
    給）
 ② 月額23,000円を超える家賃の場合
   （家賃-23,000円）×1/2+11,000円
   （ただし、支給限度額27,000円）
（配偶者等の居住する借家・借間）
　「職員の居住する借家・借間」によ
 る算出される額の２分の１の額
（自宅）
　2,000円（ただし新築又は購入した
 日から5年経過までは4,500円）

住居手当
持家居住者
の支給額が
国より高い

異なる

休日勤務手当

祝日法による休日等及び年末年始の休
日等において、正規の勤務時間中に勤
務することを命ぜられた職員に支給さ
れる手当
 勤務１時間につき、勤務１時間当た
 りの給与額に135/100を乗じて得た額

自動車等の
使用者につ
いて、２０
㎞未満の支
給額が国よ
り高い

管理又は監督の地位にある職員に支給
される手当
 部長等　89,300円
 次長等　75,100円
 課長等　62,300円
 主幹等　53,900円

異なる

同じ

異なる

国と支給区
分及び支給
額が違う

通勤手当

通勤のため、交通機関等を利用しその
運賃等を負担すること、自動車等を使
用することなどを常例とする職員に支
給される手当
（普通交通機関等の利用者）
 支給単位期間の通勤に要する運賃等
 の額に相当する額（ただし、1箇月
 当たりの支給限度額は55,000円）
（自動車等の使用者）
 片道 2～5km未満  4,800円
 片道 5～10km未満  5,300円
 片道 10～15km未満  7,300円
 片道 15～20km未満  9,500円
 片道 20～25km未満  11,300円
 片道 25～30km未満  13,700円
 片道 30～35km未満  16,100円
 片道 35～40km未満  18,500円
 片道 40～45km未満  20,900円
 片道 45～50km未満  21,800円
 片道 50～55km未満  22,700円
 片道 55～60km未満  23,600円
 片道 60km以上  24,500円

99,914183,743

同じ

支給実績
（19年度決算）

239,904

支給職員１人当たり
平均支給年額
（19年度決算）

国の制度
との異同

千円

扶養親族のある職員に支給される手当
 ① 配偶者　13,000円
 ② 満22歳に達する日以後の最初の3
　　月31日までの間にある子及び孫
    ・弟妹、60歳以上の父母及び祖
    父母、重度心身障害者　１人に
    つき6,500円（職員に配偶者がい
　　ない場合にあってはそのうち1人
　　については11,000円）

※ 満16歳年度初めから満22歳年度末
   までの間にある子については、1
   人につき5,000円加算

― 千円

手　当　名

扶養手当

内容及び支給単価

81,878

829,625

171,360

千円

333,227

国の制度と
異なる内容

千円

千円

166,950

118,636

139,659
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円

円

円

円

円

―

6,354

同じ

千円

―

816,000

42,079

1,790,000

千円同じ 1,632―

5,370 千円

同じ

国の制度
との異同

同じ

同じ ―

管理職手当を支給される職員が臨時又
は緊急の必要その他の公務の運営の必
要により、週休日又は祝日法による休
日等若しくは年末年始の休日等に勤務
した場合に支給される手当
 ① 部長又は部長相当職　10,000円
 ② 課長又は課長相当職　8,500円

 ※ ただし、6時間を超えた場合はそ
   れぞれの額に150/100を乗じた額

管理職員
特別勤務手当

宿日直手当

千円 75,068

支給実績
（19年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（19年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価

2,862,400千円初任給調整手当

23,346

―

夜間勤務手当

単身赴任手当

宿日直勤務を命ぜられた職員が勤務し
た場合に支給される手当
　普通宿日直勤務　4,200円
　医師の当直勤務　20,000円
　看護師長等の当直勤務　5,900円
　薬剤師等の当直勤務　5,900円
　救急外来等に関する事務処理等のた
　めの当直勤務　5,900円

公署を異にする異動等に伴い転居し、
やむを得ない事情により配偶者と別居
し、単身で生活することを常況とする
職員等に支給される手当
（支給額）
　23,000円＋加算額
（加算額）
　100～300km未満  6,000円
　300～500km未満  12,000円
　500～700km未満  18,000円
　700～900km未満  24,000円
　900～1,100km未満  30,000円
　1,100～1,300km未満  35,000円
　1,300～1,500km未満  40,000円
　1,500km以上  45,000円

次に掲げる職に採用された職員に対
し、採用の日から一定期間支給される
手当
 ① 医療職給料表の適用を受ける職員
    の職　月額268,500円以下
 ② 行政職給料表の適用を受ける職員
    の職で医学又は歯学に関する専門
    的知識を必要とすると市長が認め
    るもの（現在、支給対象なし）
    月額50,000円以下

正規の勤務時間として午後10時から翌
日の午前5時までの間に勤務する職員
に支給される手当
　その勤務した全時間に対して勤務１
　時間につき、勤務１時間当たりの給
　与額の25/100

8,587

国の制度と
異なる内容
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５　特別職の報酬等の状況（平成２０年４月１日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

月分

月分

６　職員数の状況

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

〈注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　［　　　］内は、条例定数の合計である。

期
末
手
当

議会

主　な　増　減　理　由

合併後の業務平準化に伴う減員

文化スポーツ振興業務の教育委員会からの移管などに
よる増員

738,000

692,000

510,000

625,000863,000

給　　料　　月　　額　　等

824,000

業務体制の見直しによる減員

総合支所の業務平準化に伴う減員

組織再編に伴う減員

（参考）中核市における最高／最低額

1,267,000

（支給時期）

副 議 長

　　（19年度支給割合）

1,070,000
854,000
761,000

市 長

議 長

　　（19年度支給割合）

635,000

給
料

円／

1,008,000 円／

3.35

810,000収 入 役

副 市 長

701,000

592,000

収 入 役

消防部門

報
酬

市 長

副 議 長

副 市 長

市 長

議 員

議 長

議 員

（算定方式）

総務

普
通
会
計
部
門

民生

農林水産

衛生

労働

土木

計

小計

副 市 長

収 入 役

給料月額×60/100×在職月数

給料月額×30/100×在職月数

給料月額×40/100×在職月数

任期毎

税務

　　　　　　　　区　分
　部　門

(注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝
　　４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

-1

396 407 11

退
職
手
当

研修派遣の終了に伴う減員

円／

16,396,800円
10,958,400円

779,000 555,000

710,000

30,816,000円

（１期の手当額）

任期毎

任期毎

3.35

業務体制の見直しに伴う減員

〈参考〉
人口１万人当たり職員数　58.13人
（中核市の人口１万人当たりの職員数　66.58人）

看護体制の充実に伴う増員

後期高齢者医療業務の別部門への計上換えなどによる
減員

清掃事務所の一部民間委託などによる減員

〈参考〉
人口１万人当たり職員数　40.95人
（中核市の人口１万人当たりの職員数　46.21人）

文化スポーツ振興業務の市長部局への移管などによる
減員

17 16

-4126130

0

40 36

職　員　数 対前年
増減数平成１９年 平成２０年

水道

下水道

その他

合　　　計

会
計
部
門

公
営
企
業
等

小計

病院

商工

一
般
行
政
部
門

教育部門

117 116

3 3

-4

-1

287 283 -4

8

291 272 -19

1,558

411 10

332

277 262 -15

2,617 2,570 -47

1,521 -37

159 158 -1

308 -24

326 330 4

115 123

401

 [2,719］  [2,719］ [0］

2,159 -57

61 64 3

2,216

66 66 0

円／

円／

円／

区 分

〈参考〉
人口１万人当たり職員数　69.19人

消防体制の充実に伴う増員

医療制度改正による業務量増などに伴う増員
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 (2) 年齢別職員構成の状況（平成２０年４月１日現在）

 (3) 定員管理の数値目標及び進捗状況

①　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）第四次宮崎市定員適正化計画における定員管理の数値目標

②　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、17年～22年の5年間である。

　　　２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降

　　　　　現年までの職員増減数の累計を示す。

36歳 40歳

43歳

44歳

51歳

～

59歳

2,570352

人

0

55歳

421236

一般行政

平成18年4月1日 162人・6％減

20年

３年目

19年　　　　　　　区　分
 部　門 ２年目

～

純減率

人

―

17年～20年

381

人人

数値目標

（参考）

教育
職員数 355 342

増　減

3 53 147

1,604

17年 18年

計画始期

計画期間

終　期

１年目

～

未満 23歳

職員数
人 人

20歳 20歳

～～ ～

28歳 32歳24歳

～ ～

230 189

人 人

276282

人 人

35歳 以上27歳 47歳39歳

人 人

始　期

平成22年4月1日

⑤① ④ ⑧⑥

区　分

⑦② ③

31歳

数値目標

―

▲138（85.2％）

▲ 108 ―

2,546

▲162

―

―

平成１７年４月１日
職員数

平成２２年４月１日
職員数

純減数

2,708 2,546 162

―

計

職員数

60歳

6.0

⑨ ⑩

人

～ ～

48歳
計

⑫⑪

56歳52歳

1,629 1,521

▲ 13

332

▲ 37

308

▲ 24

増　減 ▲ 25 ▲ 46

消防
職員数 312 315

増　減 3

▲ 1

▲ 10 ▲ 47 ―

―

▲ 1 ―

―

18 ―

公営企業
等会計

職員数 412 402

増　減 ▲ 10

職員数 2,708 2,663

増　減 ▲ 45

1,558

2,617 ―

▲ 46
計

326 ―

11

411

4

330

401

10

2,570

▲ 47

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

構成比

５年前の構成比
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７　公営企業職員の状況

 (1)　水道事業

① 職員給与費の状況

 ア　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は、平成20年3月31日現在の人数である。

 イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円 ※ 政令指定都市を除く。

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（19年度支給割合） （19年度支給割合）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

 ・役職加算　５％ ～ ２０％  ・役職加算　５％ ～ ２０％

（注）　(　)内は、再任用職員に係る支給割合である。

 イ　退職手当（平成２０年４月１日現在）

 勤続２０年  勤続２０年

 勤続２５年  勤続２５年

 勤続３５年  勤続３５年

 最高限度額  最高限度額

 その他の加算措置  その他の加算措置

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、19年度に退職した職員に支給された平均額である。

33.50 月分 41.34 月分

１人当たり平均支給額

　（支給率） 自己都合 勧奨・定年

26,699 千円

23.50 月分 30.55 月分

33.50 月分 41.34 月分

　（支給率） 自己都合 勧奨・定年

30.55 月分

勤勉手当

（0.75）

1.5

47.5

平均年齢

159 105,260

人　

給　　　与　　　費

区　　分

19年度
1,161,877310,491

Ａ　

千円　

1,717,663

Ａ 

6,280,000

千円　 千円　

757,990

659,490

純損益又は

実質収支

総費用

平均月収額

千円　

期末・勤勉手当

千円　

（参考）

基本給

571,242

401,434

47.50 月分 59.28 月分

59.28 月分

１人当たり平均支給額

59.28 月分

　定年前早期退職特例措置
（2～40％加算）

千円　

計　Ｂ　給　 料

千円　

職員手当

他市町村（水道事業） 45.5

千円　

24.527.4

Ｂ／Ａ　

千円　

一人当たり給与費

18年度の総費用に

職員給与費

(参考)18年度平均

総費用に占める

一人当たり給与費

Ｂ　

％　

占める職員給与費比率

％　
19年度

区分
職員数

23.50 月分

区　分

746,126

3.0

59.28 月分

27,102 千円

　定年前早期退職特例措置
（2～40％加算）

47.50 月分

10,100 千円

59.28 月分 59.28 月分

Ｂ／Ａ　

宮崎市（水道事業）

（0.75）

374,552

1.5

１人当たり平均支給額（19年度）

1,941 1,720

勤勉手当

宮　崎　市水 道 事 業

水 道 事 業

（1.6）

期末手当

１人当たり平均支給額（19年度）

（1.6）

期末手当

3.0

宮　崎　市

7,307 7,398

職員給与費比率
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 ウ　特殊勤務手当（平成２０年４月１日現在）

千円

　円

　％

 エ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

21,258

10

夜 間 特 殊 業 務 手 当
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から翌
日の午前５時までの間をいう。）において行われる業務に従事する浄
水場に勤務する職員

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度）

手当の種類（手当数）

手当の名称

50.6

主な支給対象職員及び支給対象業務

310

支給実績（19年度決算）

左記職員に対する支給単価

１回５２０円

45,006

職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

1,722

人体に有害なガスの発生をともなう業務又は有害物を用いて行う試験
研究若しくは検査に従事した職員

下水管きょ等検査調査
作 業 手 当

(1) 下水管きょ内における土量等の検査又は調査業務に従事した職員
(2) 下水道排水設備の完工検査のために現場で直接行う検査業務に従
    事した職員
(3) 地下４メートル以上の掘削現場、管きょ内又は酸素欠乏のおそれ
    のある地下室等で作業に従事した職員

防塵マスク、煙管服等を着用し活性炭投入作業に従事した職員

緊 急 出 動 手 当事故等の発生により、緊急車両で出動した職員

高 所 作 業 手 当
地上又は水面上１０メートル以上の足場の不安定な箇所で行う工事の
検査、調査、指導、監督等の業務に従事した職員

不動産物件交渉手当不動産買収及び補償のため面接交渉した職員 日額４００円

電気主任技術者手当高圧電気取扱作業に従事した電気主任技術者に選任された職員 日額１００円

有 害 物 取 扱 手 当 日額２００円

災 害 応 急 作 業 手 当

豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生する
おそれがある上下水道施設等において行う巡回監視又は当該上下水道
施設等における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの
著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査
に従事した職員
 (1) 巡回監視
 (2) 応急作業又は応急作業のための災害状況の調査

（１） 日額７１０円
（２） 日額１，０８０円

支給実績（18年度決算）

活性炭投入作業手当 日額２００円

道 路 上 作 業 手 当
交通頻繁な車道上で交通を遮断することなく行う弁操作に従事した職
員

日額２５０円

38,504

職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 258

支給実績（19年度決算）

日額２２０円

日額２５０円

１回３００円
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 オ　その他の手当（平成２０年４月１日現在）

円

円

円

円

円―

千円

扶養手当

扶養親族のある職員に支給される手当
 ① 配偶者　13,000円
 ② 満22歳に達する日以後の最初の3
　　月31日までの間にある子及び孫
    ・弟妹、60歳以上の父母及び祖
    父母、重度心身障害者　１人に
    つき6,500円（職員に配偶者がい
　　ない場合にあってはそのうち1人
　　については11,000円）

※ 満16歳年度初めから満22歳年度末
   までの間にある子については、1
   人につき5,000円加算

同じ ―

休日勤務手当

祝日法による休日等及び年末年始の休
日等において、正規の勤務時間中に勤
務することを命ぜられた職員に支給さ
れる手当
 勤務１時間につき、勤務１時間当た
 りの給与額に135/100を乗じて得た額

233,932

同じ ― 74,095

支給職員１人当たり
平均支給年額
（19年度決算）

千円

10,670

76,973

798,499管理職手当

165,875

通勤手当

管理又は監督の地位にある職員に支給
される手当
 部長等　89,300円
 次長等　75,100円
 課長等　62,300円
 主幹等　53,900円

同じ

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と
異なる内容

― 8,783

通勤のため、交通機関等を利用しその
運賃等を負担すること、自動車等を使
用することなどを常例とする職員に支
給される手当
（普通交通機関等の利用者）
 支給単位期間の通勤に要する運賃等
 の額に相当する額（ただし、1箇月
 当たりの支給限度額は55,000円）
（自動車等の使用者）
 片道 2～5km未満  4,800円
 片道 5～10km未満  5,300円
 片道 10～15km未満  7,300円
 片道 15～20km未満  9,500円
 片道 20～25km未満  11,300円
 片道 25～30km未満  13,700円
 片道 30～35km未満  16,100円
 片道 35～40km未満  18,500円
 片道 40～45km未満  20,900円
 片道 45～50km未満  21,800円
 片道 50～55km未満  22,700円
 片道 55～60km未満  23,600円
 片道 60km以上  24,500円

同じ

千円

住居手当

自ら居住するための住宅若しくは単身
赴任手当を支給され配偶者等の居住す
るための住宅を借り受け、一定額を超
える家賃若しくは間代を支払っている
職員又はその所有に係る住宅に居住す
る世帯主である職員に支給される手当
（職員の居住する借家・借間）
 ① 月額23,000円以下の家賃の場合
    家賃-12,000円（ただし支給額
    3,000円未満の場合は3,000円支
    給）
 ② 月額23,000円を超える家賃の場合
   （家賃-23,000円）×1/2+11,000円
   （ただし、支給限度額27,000円）
（配偶者等の居住する借家・借間）
　「職員の居住する借家・借間」によ
 る算出される額の２分の１の額
（自宅）
　2,000円（ただし新築又は購入した
 日から5年経過までは4,500円）

9,289 千円同じ

11,161―

28,540

支給実績
（19年度決算）

千円
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円

円

④ 定員管理の数値目標及び進捗状況

 ア 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

（下水道事業及び農業集落排水事業を含む。）

人 人 人 ％

（参考)集中改革プランにおける定員管理の数値目標

 イ 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、17年～22年の5年間である。

　　　２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降

　　　　　現年までの職員増減数の累計を示す。

▲ 1

手　当　名 内容及び支給単価
支給職員１人当たり
平均支給年額
（19年度決算）

48 千円 16,000

― ―

5.2

―

千円

平成17年4月1日

管理職員
特別勤務手当

管理職手当を支給される職員が臨時又
は緊急の必要その他の公務の運営の必
要により、週休日又は祝日法による休
日等若しくは年末年始の休日等に勤務
した場合に支給される手当
 ① 部長又は部長相当職　10,000円
 ② 課長又は課長相当職　8,500円

 ※ ただし、6時間を超えた場合はそ
   れぞれの額に150/100を乗じた額

数値目標
終期

平成22年4月1日

3

支給実績
（19年度決算）

12

純減率

夜間勤務手当

始期

▲ 7

同じ ―

1

158

64

一般行政職
の制度と
異なる内容

4

職員数 163

265,102

233 221

平成２２年４月１日
職員数

純減数

一般行政
職の制度
との異同

増　減

▲ 7

増　減

4

0

平成１７年４月１日
職員数

0 ▲ 6

計画始期 １年目 ２年目 計

63 ―

156

計画期間

4 ―

0 3▲ 1

225 ― 221

▲12
計

職員数

増　減 ▲ 10 2 ▲9（75.0％）

223

　　　　　　　区　分
 部　門

17年 18年

70 63

水道事業

農業集落
排水事業

職員数

増　減

数値目標３年目

20年

224

―

―

▲ 6 ―

17年～20年

157

―

2 ▲ 1

下水道事業
職員数

233

削減割合　5.0％以上

（参考）19年

― 5,832

正規の勤務時間として午後10時から翌
日の午前5時までの間に勤務する職員
に支給される手当
　その勤務した全時間に対して勤務１
　時間につき、勤務１時間当たりの給
　与額の25/100

同じ
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 (2)　下水道事業

① 職員給与費の状況

 ア　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
　　　２　職員数は、平成20年3月31日現在の人数である。

 イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２０年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円 ※ 政令指定都市を除く。

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（19年度支給割合） （19年度支給割合）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

 ・役職加算　５％ ～ ２０％  ・役職加算　５％ ～ ２０％

（注）　(　)内は、再任用職員に係る支給割合である。

 イ　退職手当（平成２０年４月１日現在）

 勤続２０年  勤続２０年

 勤続２５年  勤続２５年

 勤続３５年  勤続３５年

 最高限度額  最高限度額

 その他の加算措置  その他の加算措置

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、19年度に退職した職員に支給された平均額である。

　定年前早期退職特例措置
（2～40％加算）

　定年前早期退職特例措置
（2～40％加算）

１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額 10,100 千円 27,102 千円25,504 千円

59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分

47.50 月分 59.28 月分 47.50 月分 59.28 月分

33.50 月分 41.34 月分 33.50 月分 41.34 月分

23.50 月分 30.55 月分 23.50 月分 30.55 月分

下 水 道 事 業 宮　崎　市

　（支給率） 自己都合 勧奨・定年 　（支給率） 自己都合 勧奨・定年

（1.6） （0.75） （1.6） （0.75）

3.0 1.5 3.0 1.5

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

1,685 1,720

368,071

他市町村（下水道事業）

職員数 給　　　与　　　費

19年度

570,494

宮崎市（下水道事業） 43.0

一人当たり給与費
区分

区　分

総費用 総費用に占める

区　　分

19年度
人　 千円　

62 261,953

平均年齢

千円　

107,405 412,413

6.7

千円　 千円　 千円　

Ｂ／Ａ　計　Ｂ　

6.1

6,574

570,933

6,652

％　

Ａ 給　 料 職員手当

純損益又は

千円　

職員給与費

18年度の総費用に

（参考）

9,108,735 ▲ 94,450

期末・勤勉手当

一人当たり給与費

千円　

Ａ　 Ｂ　 Ｂ／Ａ　 占める職員給与費比率

千円　 千円　

(参考)18年度平均

609,708

％　

下 水 道 事 業 宮　崎　市

１人当たり平均支給額（19年度） １人当たり平均支給額（19年度）

372,30744.6

平均月収額

実質収支 職員給与費比率

基本給

43,055
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 ウ　特殊勤務手当（平成２０年４月１日現在）

千円

　円

　％

 エ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

3,648

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度） 31.7

支給実績（19年度決算） 73

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

手当の種類（手当数） 10

夜 間 特 殊 業 務 手 当
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から翌
日の午前５時までの間をいう。）において行われる業務に従事する浄
水場に勤務する職員

１回５２０円

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 左記職員に対する支給単価

不動産物件交渉手当不動産買収及び補償のため面接交渉した職員 日額４００円

電気主任技術者手当高圧電気取扱作業に従事した電気主任技術者に選任された職員 日額１００円

有 害 物 取 扱 手 当
人体に有害なガスの発生をともなう業務又は有害物を用いて行う試験
研究若しくは検査に従事した職員

日額２００円

高 所 作 業 手 当
地上又は水面上１０メートル以上の足場の不安定な箇所で行う工事の
検査、調査、指導、監督等の業務に従事した職員

日額２２０円

下水管きょ等検査調査
作 業 手 当

(1) 下水管きょ内における土量等の検査又は調査業務に従事した職員
(2) 下水道排水設備の完工検査のために現場で直接行う検査業務に従
    事した職員
(3) 地下４メートル以上の掘削現場、管きょ内又は酸素欠乏のおそれ
    のある地下室等で作業に従事した職員

日額２５０円

災 害 応 急 作 業 手 当

豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生する
おそれがある上下水道施設等において行う巡回監視又は当該上下水道
施設等における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの
著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査
に従事した職員
 (1) 巡回監視
 (2) 応急作業又は応急作業のための災害状況の調査

（１） 日額７１０円
（２） 日額１，０８０円

活性炭投入作業手当防塵マスク、煙管服等を着用し活性炭投入作業に従事した職員 日額２００円

道 路 上 作 業 手 当
交通頻繁な車道上で交通を遮断することなく行う弁操作に従事した職
員

日額２５０円

緊 急 出 動 手 当事故等の発生により、緊急車両で出動した職員 １回３００円

職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） 395

支給実績（18年度決算） 23,691

支給実績（19年度決算） 18,870

職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 315
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 オ　その他の手当（平成２０年４月１日現在）

円

円

円

円

円

千円同じ ― 9,621

―

支給実績
（19年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（19年度決算）

―

246,691

一般行政職
の制度と
異なる内容

千円

915,3122,746

4,287

―

7,458 千円 140,719

84,052

14,609

千円

扶養手当

住居手当

自ら居住するための住宅若しくは単身
赴任手当を支給され配偶者等の居住す
るための住宅を借り受け、一定額を超
える家賃若しくは間代を支払っている
職員又はその所有に係る住宅に居住す
る世帯主である職員に支給される手当
（職員の居住する借家・借間）
 ① 月額23,000円以下の家賃の場合
    家賃-12,000円（ただし支給額
    3,000円未満の場合は3,000円支
    給）
 ② 月額23,000円を超える家賃の場合
   （家賃-23,000円）×1/2+11,000円
   （ただし、支給限度額27,000円）
（配偶者等の居住する借家・借間）
　「職員の居住する借家・借間」によ
 る算出される額の２分の１の額
（自宅）
　2,000円（ただし新築又は購入した
 日から5年経過までは4,500円）

同じ

扶養親族のある職員に支給される手当
 ① 配偶者　13,000円
 ② 満22歳に達する日以後の最初の3
　　月31日までの間にある子及び孫
    ・弟妹、60歳以上の父母及び祖
    父母、重度心身障害者　１人に
    つき6,500円（職員に配偶者がい
　　ない場合にあってはそのうち1人
　　については11,000円）

※ 満16歳年度初めから満22歳年度末
   までの間にある子については、1
   人につき5,000円加算

通勤手当

通勤のため、交通機関等を利用しその
運賃等を負担すること、自動車等を使
用することなどを常例とする職員に支
給される手当
（普通交通機関等の利用者）
 支給単位期間の通勤に要する運賃等
 の額に相当する額（ただし、1箇月
 当たりの支給限度額は55,000円）
（自動車等の使用者）
 片道 2～5km未満  4,800円
 片道 5～10km未満  5,300円
 片道 10～15km未満  7,300円
 片道 15～20km未満  9,500円
 片道 20～25km未満  11,300円
 片道 25～30km未満  13,700円
 片道 30～35km未満  16,100円
 片道 35～40km未満  18,500円
 片道 40～45km未満  20,900円
 片道 45～50km未満  21,800円
 片道 50～55km未満  22,700円
 片道 55～60km未満  23,600円
 片道 60km以上  24,500円

同じ

管理職手当

休日勤務手当 263 千円同じ ―

祝日法による休日等及び年末年始の休
日等において、正規の勤務時間中に勤
務することを命ぜられた職員に支給さ
れる手当
 勤務１時間につき、勤務１時間当た
 りの給与額に135/100を乗じて得た額

管理又は監督の地位にある職員に支給
される手当
 部長等　89,300円
 次長等　75,100円
 課長等　62,300円
 主幹等　53,900円

同じ

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同
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円

円

④ 定員管理の数値目標及び進捗状況

　(1)水道事業の④を参照してください。

 (3)　農業集落排水事業

① 職員給与費の状況

 ア　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は、平成20年3月31日現在の人数である。

 イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２０年４月１日現在）

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

区分
職員数

千円　 千円　

574,635 53,583 31,260

(参考)平成18年度平均

Ｂ／Ａ　

同じ ―

％　

4.2

一人当たり給与費

一人当たり給与費

0 千円 0

支給職員１人当たり
平均支給年額
（19年度決算）

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10時から翌
日の午前5時までの間に勤務する職員
に支給される手当
　その勤務した全時間に対して勤務１
　時間につき、勤務１時間当たりの給
　与額の25/100

同じ ―

0

実質収支

総費用 純損益又は 職員給与費

0

18年度の総費用に

（参考）

4,869

Ａ　 Ｂ　

千円　 千円　 千円　

占める職員給与費比率

千円　

Ａ 給　 料

千円　 千円　

職員給与費比率

％　

5.4

宮崎市（農業集落排水事業） 35.0 286,267

区　分

19年度
4 13,926 2,093

19年度
千円　

管理職員
特別勤務手当

管理職手当を支給される職員が臨時又
は緊急の必要その他の公務の運営の必
要により、週休日又は祝日法による休
日等若しくは年末年始の休日等に勤務
した場合に支給される手当
 ① 部長又は部長相当職　10,000円
 ② 課長又は課長相当職　8,500円

 ※ ただし、6時間を超えた場合はそ
   れぞれの額に150/100を乗じた額

支給実績
（19年度決算）

平均月収額

総費用に占める

千円

給　　　与　　　費

期末・勤勉手当 計　Ｂ　 Ｂ／Ａ　職員手当

462,918

5,851 21,870 5,468

基本給

― ― ―団 体 平 均

区　　分

人　

平均年齢

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と
異なる内容
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③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（19年度支給割合） （19年度支給割合）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

 ・役職加算　５％ ～ ２０％  ・役職加算　５％ ～ ２０％

（注）　(　)内は、再任用職員に係る支給割合である。

 イ　退職手当（平成２０年４月１日現在）

 勤続２０年  勤続２０年

 勤続２５年  勤続２５年

 勤続３５年  勤続３５年

 最高限度額  最高限度額

 その他の加算措置  その他の加算措置

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、19年度に退職した職員に支給された平均額である。

 ウ　特殊勤務手当（平成２０年４月１日現在）

千円

　円

　％

　定年前早期退職特例措置
（2～40％加算）

　定年前早期退職特例措置
（2～40％加算）

１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額 10,100 千円 27,102 千円0

59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分 59.28 月分

47.50 月分 59.28 月分 47.50 月分 59.28 月分

33.50 月分 41.34 月分 33.50 月分 41.34 月分

23.50 月分 30.55 月分 23.50 月分 30.55 月分

勧奨・定年 　（支給率） 自己都合 勧奨・定年

（1.6） （0.75） （1.6） （0.75）

3.0 1.5 3.0 1.5

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

10

人体に有害なガスの発生をともなう業務又は有害物を用いて行う試験
研究若しくは検査に従事した職員

日額２００円

支給実績（19年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 4,750

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度） 25.0

高 所 作 業 手 当
地上又は水面上１０メートル以上の足場の不安定な箇所で行う工事の
検査、調査、指導、監督等の業務に従事した職員

日額２２０円

下水管きょ等検査調査
作 業 手 当

(1) 下水管きょ内における土量等の検査又は調査業務に従事した職員
(2) 下水道排水設備の完工検査のために現場で直接行う検査業務に従
    事した職員
(3) 地下４メートル以上の掘削現場、管きょ内又は酸素欠乏のおそれ
    のある地下室等で作業に従事した職員

１人当たり平均支給額（19年度） １人当たり平均支給額（19年度）

1,441 1,720

日額２５０円

高圧電気取扱作業に従事した電気主任技術者に選任された職員 日額１００円

宮　崎　市

不動産買収及び補償のため面接交渉した職員 日額４００円

主な支給対象職員及び支給対象業務 左記職員に対する支給単価

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から翌
日の午前５時までの間をいう。）において行われる業務に従事する浄
水場に勤務する職員

農 業 集 落 排 水 事 業 宮　崎　市

　（支給率） 自己都合

5

１回５２０円

手当の種類（手当数）

有 害 物 取 扱 手 当

農 業 集 落 排 水 事 業

不動産物件交渉手当

電気主任技術者手当

手当の名称

夜 間 特 殊 業 務 手 当
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 エ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

 オ　その他の手当（平成２０年４月１日現在）

円

円

（１） 日額７１０円
（２） 日額１，０８０円

災 害 応 急 作 業 手 当

豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生する
おそれがある上下水道施設等において行う巡回監視又は当該上下水道
施設等における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの
著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査
に従事した職員
 (1) 巡回監視
 (2) 応急作業又は応急作業のための災害状況の調査

職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） 206

活性炭投入作業手当防塵マスク、煙管服等を着用し活性炭投入作業に従事した職員

道 路 上 作 業 手 当
交通頻繁な車道上で交通を遮断することなく行う弁操作に従事した職
員

緊 急 出 動 手 当事故等の発生により、緊急車両で出動した職員

支給実績（19年度決算） 913

職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 228

374 千円 93,500

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と
異なる内容

住居手当

自ら居住するための住宅若しくは単身
赴任手当を支給され配偶者等の居住す
るための住宅を借り受け、一定額を超
える家賃若しくは間代を支払っている
職員又はその所有に係る住宅に居住す
る世帯主である職員に支給される手当
（職員の居住する借家・借間）
 ① 月額23,000円以下の家賃の場合
    家賃-12,000円（ただし支給額
    3,000円未満の場合は3,000円支
    給）
 ② 月額23,000円を超える家賃の場合
   （家賃-23,000円）×1/2+11,000円
   （ただし、支給限度額27,000円）
（配偶者等の居住する借家・借間）
　「職員の居住する借家・借間」によ
 る算出される額の２分の１の額
（自宅）
　2,000円（ただし新築又は購入した
 日から5年経過までは4,500円）

同じ ―

１回３００円

日額２００円

日額２５０円

支給実績（18年度決算） 822

扶養手当

扶養親族のある職員に支給される手当
 ① 配偶者　13,000円
 ② 満22歳に達する日以後の最初の3
　　月31日までの間にある子及び孫
    ・弟妹、60歳以上の父母及び祖
    父母、重度心身障害者　１人に
    つき6,500円（職員に配偶者がい
　　ない場合にあってはそのうち1人
　　については11,000円）

※ 満16歳年度初めから満22歳年度末
   までの間にある子については、1
   人につき5,000円加算

同じ ―

支給実績
（19年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（19年度決算）

563 千円 281,500

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 左記職員に対する支給単価
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円

円

円

円

円

④ 定員管理の数値目標及び進捗状況

　(1)水道事業の④を参照してください。

支給職員１人当たり
平均支給年額
（19年度決算）

支給実績
（19年度決算）

通勤手当

通勤のため、交通機関等を利用しその
運賃等を負担すること、自動車等を使
用することなどを常例とする職員に支
給される手当
（普通交通機関等の利用者）
 支給単位期間の通勤に要する運賃等
 の額に相当する額（ただし、1箇月
 当たりの支給限度額は55,000円）
（自動車等の使用者）
 片道 2～5km未満  4,800円
 片道 5～10km未満  5,300円
 片道 10～15km未満  7,300円
 片道 15～20km未満  9,500円
 片道 20～25km未満  11,300円
 片道 25～30km未満  13,700円
 片道 30～35km未満  16,100円
 片道 35～40km未満  18,500円
 片道 40～45km未満  20,900円
 片道 45～50km未満  21,800円
 片道 50～55km未満  22,700円
 片道 55～60km未満  23,600円
 片道 60km以上  24,500円

同じ ―

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と
異なる内容

238 千円 59,575

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員に支給
される手当
 部長等　89,300円
 次長等　75,100円
 課長等　62,300円
 主幹等　53,900円

同じ ― 0 千円 0

休日勤務手当

祝日法による休日等及び年末年始の休
日等において、正規の勤務時間中に勤
務することを命ぜられた職員に支給さ
れる手当
 勤務１時間につき、勤務１時間当た
 りの給与額に135/100を乗じて得た額

同じ ―

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10時から翌
日の午前5時までの間に勤務する職員
に支給される手当
　その勤務した全時間に対して勤務１
　時間につき、勤務１時間当たりの給
　与額の25/100

同じ ―

管理職員
特別勤務手当

管理職手当を支給される職員が臨時又
は緊急の必要その他の公務の運営の必
要により、週休日又は祝日法による休
日等若しくは年末年始の休日等に勤務
した場合に支給される手当
 ① 部長又は部長相当職　10,000円
 ② 課長又は課長相当職　8,500円

 ※ ただし、6時間を超えた場合はそ
   れぞれの額に150/100を乗じた額

同じ ― 0 千円 0

21 千円 10,404

0 千円 0
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